
河 川 を 利 用 す る に は 手 続 き河 川 を 利 用 す る に は 手 続 き
が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま すが 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す
花 火 大 会 な ど イ ベ ン ト ・ 鳥 屋 の 設 置 ・ マ ラ ソ ン 行 事 ・ テ レ ビ 撮 影
な ど が そ れ に あ た り ま す 。

【 河 川 利 用 の 原 則 は 「 自 由 使 用 」 で す 】 ・ ・ ・ 手 続 き 不 要
河 川 （ 堤 防 ・ 護 岸 ・ 消 波 施 設 な ど を 含 む ） は 、 一 般 市 民 の 自 由 な 使 用 （ 散

歩 、 ジ ョ ギ ン グ 等 ） が 認 め ら れ て い ま す 。 従 っ て 、 河 川 を 独 占 的 に 利 用 す
る こ と は 原 則 と し て 認 め ら れ る べ き も の で は あ り ま せ ん 。

【 例 外 的 に 「 占 用 」 を 認 め て い ま す 】 ・ ・ ・ 手 続 き 必 要
公 園 ・ 運 動 場 な ど の よ う に 国 民 の 健 康 福 祉 を 増 進 す る 場 合 や 鉄 道 ・ 道 路

な ど の よ う に 社 会 経 済 上 の 必 要 性 が 高 い 場 合 な ど に は 、 公 共 団 体 な ど に 対
し て 、 独 占 的 な 利 用 （「 占 用 」 と 呼 ん で い ま す ） を 許 可 し て い ま す 。
な お 、 占 用 許 可 が さ れ る と 各 県 が 定 め た 占 用 料 が 徴 収 さ れ ま す 。

◎ 個 人 や 団 体 に 対 し て も 次 の よ う な 場 合 は 占 用 を 認 め て い ま す 。
河 川 内 で 行 わ れ る 工 事 に 伴 う 仮 設 物 や 季 節 的 な 行 事 等 の た め に 河 川 を

短 期 間 （ 原 則 と し て １ ヶ 月 以 内 ） 使 用 す る の で あ れ ば 、 個 人 や 団 体 に 対
し て も 占 用 の 許 可 等 が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す （「 一 時 占 用 」 と 呼 ん
で い ま す ）。
こ の 場 合 、 使 用 さ れ る 方 は 事 前 に 河 川 法 の 許 可 申 請 手 続 き を 行 っ て い
た だ き 、 審 査 の 上 許 可 書 を 発 行 し ま す
＜ 例 え ば ＞ ・ 大 規 模 な 花 火 大 会 、 狩 猟 小 屋 の 設 置 、 仮 設 物 の 設 置 、
大 人 数 が 集 ま る イ ベ ン ト な ど

お 願 い
※ 許 可 に あ た っ て 概 ね １ ヶ 月 程 度 か か り ま す の で 、 早 め の 申 請 を お 願 い

し ま す 。
※ 占 用 場 所 に Ａ ４ サ イ ズ 程 度 の 占 用 看 板 を 設 置 し て 頂 き ま す 。

【「 一 時 使 用 」 の 届 出 が 必 要 な 場 合 が あ り ま す 】 ・ ・ 手 続 き 必 要
許 可 等 の 必 要 の な い 自 由 使 用 と 占 用 （ 一 時 占 用 を 含 む ） に よ る 河 川 利 用

の 中 間 形 態 と し て 、 個 人 や 団 体 の 利 用 で あ っ て 、 比 較 的 小 規 模 、 か つ 短 期
間 で の 利 用 で 、 し か も 工 作 物 の 設 置 等 が 伴 わ な い 利 用 （ 簡 易 な 工 作 物 は 除
く ） は 一 時 使 用 届 が 必 要 で す 。 な お 、 一 時 使 用 で は 占 用 料 は か か り ま せ ん 。

＜ 例 え ば ＞ ・ 小 規 模 で 短 期 間 で 工 作 物 を 設 置 し な い ボ ー ト レ ー ス 、
水 上 ス キ ー の 練 習 、 マ ラ ソ ン 行 事 、 訓 練 、 テ レ ビ 撮 影 等

お 願 い
※ 使 用 実 態 の 把 握 や 河 川 利 用 者 間 の 調 整 が 必 要 と な る 場 合 も あ り ま す の

で 、 で き る だ け 早 め の 届 出 を お 願 い し ま す 。

【 ご 注 意 】
次 の よ う な 場 合 は 、「 一 時 占 用 」「 一 時 使 用 」 は 認 め ら れ ま せ ん 。
① 河 川 を 管 理 す る 上 で （ 治 水 ・ 利 水 ・ 環 境 上 ） 支 障 が あ る 場 合
② 他 の 河 川 使 用 者 に 危 険 を 及 ぼ し た り 、 付 近 住 民 に 迷 惑 が か か る お そ れ
が あ る 場 合

③ 公 序 良 俗 に 反 す る 場 合
④ 直 接 に 営 利 追 求 に な る 場 合
⑤ 河 川 区 域 内 で 実 施 す る 合 理 的 理 由 が な い 場 合



★ 河 川 の 使 用 形 態 （ 流 水 の 占 用 に 関 す る も の を 除 く ）

一 般 的 に 、 河 川 の 使 用 形 態 は 下 記 の 図 の よ う に 分 類 さ れ て い ま す 。
散 歩 等 で 河 川 敷 地 を 利 用 す る と き に は 、 河 川 管 理 者 の 許 可 は い り ま せ ん
が 、 河 川 敷 地 の 占 用 （ 特 定 の 者 が 継 続 的 に 河 川 を 使 用 す る こ と ） 等 を 行
う た め に は 、 河 川 管 理 者 の 許 可 が 必 要 に な り ま す 。

自 由 使 用 （ 原 則 ） 一 般 的 に 認 め ら れ て い る 河 川 管 理 者 の 許 可 ・ 届 出

等 を 必 要 と し な い 河 川 使 用 。 河 川 敷 地 で の 散 歩 ・

サ イ ク リ ン グ ・ 釣 り 等 。

た だ し 、他 の 河 川 利 用 者 や 近 隣 住 民 に 十 分 配 慮 し 、

お 互 い に 譲 り 合 っ て 利 用 し ま し ょ う 。

特 別 使 用 許 可 使 用 河 川 の 効 用 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る た め 、 一 河 川 法

般 的 に は そ の 使 用 を 禁 止 す る が 、 特 定 の 場 合 に 申 第 ２ ６ 条 、

請 に 基 づ く 河 川 管 理 者 の 許 可 を 受 け た 者 に 認 め る ２ ７ 条 等

河 川 使 用 。 工 作 物 の 設 置 、 土 地 の 掘 削 等

特 許 使 用 一 般 に は 許 可 さ れ な い 特 別 の 排 他 独 占 的 な 使 用 権 河 川 法

を 設 定 す る こ と に よ り 行 わ れ る 河 川 使 用 。 第 ２ ４ 条 、

土 地 の 占 用 、 土 石 （ 砂 利 ） の 採 取 ２ ５ 条 等

★ 手 続 き の 見 直 し

河 川 の 一 時 的 利 用 に 対 す る 従 来 の 対 応 は 、 河 川 を 管 理 す る 者 ご と に そ の 対 応
が 異 な っ た り 、 ま た 、 河 川 工 事 ・ 観 測 ・ 調 査 等 に 伴 う 仮 設 や 漁 業 ・ 狩 猟 な ど 慣
行 的 に 行 っ て い る 行 為 以 外 で １ ヶ 月 を 超 え る 期 間 の 利 用 形 態 、 反 復 利 用 に よ り
常 時 利 用 し て い る よ う な 形 態 、 或 い は 比 較 的 規 模 の 大 き な 工 作 物 を 設 置 し て い
る 利 用 形 態 に つ い て も 「 一 時 使 用 届 」 に よ る 河 川 法 に 基 づ か な い 処 理 を 行 っ て
い る 場 合 が あ り ま し た 。
本 来 、 一 時 使 用 と は 自 由 使 用 の 延 長 線 上 な の で す が 、 使 用 形 態 ・ 使 用 範 囲 ・

使 用 人 数 な ど に よ り 他 の 河 川 利 用 者 や 地 元 住 民 な ど に 何 ら か の 影 響 を 与 え る 可
能 性 が あ る た め 、 河 川 管 理 者 と し て 管 理 上 そ れ を 把 握 、 時 に 利 用 調 整 す る た め
に 、 あ え て 届 出 制 に し て い る も の で あ り 、 そ れ を 超 え る 利 用 は 、 河 川 法 に 照 ら
し 特 別 使 用 の 許 可 を 得 て 頂 く 必 要 が あ り ま す 。
今 後 は 統 一 的 な 対 応 と し て 、原 則 と し て 使 用 期 間 が 長 く（ 実 質 約 ２ 週 間 以 上 ）、

工 作 物 を 設 置 す る よ う な 行 為 は 河 川 法 上 の （ 一 時 ） 占 用 許 可 を す る こ と と し 、
ま た 、 １ ヶ 月 を 超 え る 期 間 の 利 用 や 河 川 法 や そ の 他 の 基 準 に 照 ら し 適 合 し な い
行 為 に つ い て は 、 許 可 申 請 し て 頂 い て も 認 め ら れ な く な る 場 合 も あ り ま す の で
、 早 め に 最 寄 り の 出 張 所 に 相 談 し て 下 さ い 。

河 川 の 使 用 に あ た っ て は 、 そ の 規 模 ・ 使 用 期 間 ・ 工 作 物 の 設 置 等 の 有 無 な ど
に よ り 取 り 扱 い が 変 わ り ま す の で 、 手 続 き の 方 法 な ど 詳 細 に つ き ま し て は 下 記
出 張 所 に お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。

お 問 い 合 わ せ 先

◎ 波 崎 出 張 所 〒 3 1 4 - 0 2 5 4 茨 城 県 神 栖 市 太 田 ３ １ ０ ９

Ｔ Ｅ Ｌ 0 4 7 9 - 4 6 - 0 1 0 1 Ｆ Ａ Ｘ 0 4 7 9 - 4 6 - 3 1 6 1

◎ 土 浦 出 張 所 〒 3 0 0 - 0 8 2 2 茨 城 県 土 浦 市 蓮 河 原 町 ４ ４ ９ ７
Ｔ Ｅ Ｌ 0 2 9 - 8 2 1 - 2 1 5 5 Ｆ Ａ Ｘ 0 2 9 - 8 2 2 - 8 5 1 0

◎ 鉾 田 出 張 所 〒 3 1 1 - 1 5 1 7 茨 城 県 鉾 田 市 鉾 田 １ ０ ６ ６

Ｔ Ｅ Ｌ 0 2 9 1 - 3 2 - 3 3 8 1 Ｆ Ａ Ｘ 0 2 9 1 - 3 3 - 5 5 6 7

◎ 麻 生 出 張 所 〒 3 1 1 - 3 8 3 2 茨 城 県 行 方 市 麻 生 １ ５ ７ ０ － １

Ｔ Ｅ Ｌ 0 2 9 9 - 7 2 - 1 4 2 8 Ｆ Ａ Ｘ 0 2 9 9 - 7 2 - 0 0 8 8

◎ 占 用 調 整 課 〒 3 1 1 - 2 4 2 4 茨 城 県 潮 来 市 潮 来 ３ ５ １ ０
Ｔ Ｅ Ｌ 0 2 9 9 - 6 3 - 2 4 1 9 Ｆ Ａ Ｘ 0 2 9 9 - 6 3 - 2 4 3 0


